
函館市食品衛生検査施設苦情等の処理に関する要領 
 

１．目  的 
函館市食品衛生検査施設業務管理要綱（以下「要綱」という。）第２２条そ

の他（２）に基づき，函館市食品衛生検査施設において行った検査に対する，

他の行政機関またはその他の関係者から受けた指摘，苦情等（以下「苦情等」

という。）の処理に関する手順を記した文書として，本要領を定める。 
 

２．用語の定義 
 この要領において使用する用語は，要綱において使用する用語の例による。 
 

３．受  付 
苦情等を受け付けた者（以下「受付者」という。）は，苦情受付表（以下「受 

付表」という。）（様式４－１）により，以下に掲げる事項について記録する

こと。 
   （１）受付番号 

 （２）受付年月日 
 （３）受付者氏名 
 （４）苦情者等の住所，氏名（法人にあっては名称） 
 （５）苦情等に関する検査区分 
（６）苦情等の内容 

   （７）その他の必要な事項 
 
４．報  告 
   (1)  受付者は，苦情等の発生について速やかに受付表により苦情等に関係 

する検査区分責任者（以下「区分責任者」という。）に報告すること。 
  (2) 区分責任者は，苦情等の発生について報告があったときは，直ちに受 

付表とともに，必要な場合は検査結果，データ等を添付し，検査部門責 
任者（以下「部門責任者」という。）に報告すること。 

 
５．調査等 

(1) 部門責任者は，前条の第２項に基づく報告があったときは，必要な場 
合は信頼性確保部門責任者と協議し，対応等について区分責任者に指示 
するとともに，指示書（様式４－２）を作成し保存すること。 

(2) 区分責任者は，部門責任者から指示があったときは，速やかに調査お 
よび是正措置等を実施し報告するとともに，苦情等処理表（様式４－３） 



を作成し保存すること。 
(3) 区分責任者は，処理表の写しを信頼性確保部門責任者に提出するこ 

と。 
 

６．説明等 
  (1) 苦情等の申し入れ者に対する対応については，保健所内で協議のうえ， 

収去担当から説明する。  
 

 
附 則 

この要領は平成１８年１１月１０日から施行する。 
   


